
和歌山県有床診療所協議会会員事務局より会員の皆様ヘ

(2012C).1〔 ).28) 文責 :辻 興

平素より当協議会運営へのご支援と御協力を賜 り、心より感謝申

し上げます。

10/26付で全国有床診療所連絡協議会 斎藤義郎会長より 10/11

開催の全国総会・講演会の YouTube配信について、及びスプリンク

ラー等補助金の追加募集について会員の皆様への周知依頼が御座い

ました。つきましては、内容を和歌山県有床診療所協議会ホームペー

ジの会員ページ内、会員事務局発行資料ページの「会員の皆様ヘ

2020.10.28」 にアップロー ドいたしますので、御確認頂きます様宜 じ

くお願い申し上げます。



令和 2年 10月 26日

各都道府県有床診療所協議会

会 長 各位

全国有床診療所連絡協議会

会 長  齋藤 義郎

(公印省略)

平素より全国有床診療所連絡協議会の運営にご理解とご協力を賜り、感謝申し上げ

ます。

本年度の総会は徳島で行われる予定でしたが、新型コロナの影響で令和三年に延

期となり、去る10月 11日 、福岡にて感染予防に十分配慮したうえ最少人数で本年度

総会が開催されました。

会長は鹿子生健一先生から齋藤義郎先生に交代となり、役員会と総会で承認されま

した。

総会・講演会についてはyoutubeで視聴ができます。

第 33回総会

講演会

https://youtu.be/uT34bp5aOKM

https://youtu.be/1mhPXpfTMSM

また 10/14付けで、厚労省厚生労働省医政局地域医療計画課より別紙のとおり、

有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業の追加募集についてのお知らせが届い

ております。スプリンクラー未設置の施設は、この機会に設置をご検討いただければ幸

いです。

お手数ではございますが、総会・講演会の YouTube配信について及びスプリンクラ

ー等補助金の追加募集についてを貴会会員各位へご周知下さいますよう宜しくお願

い申し上げます。



事 務 連 絡

令和2年 10月 15日

全国有床診療所連絡協議会 御中

厚生労働省医政局地域医療計画課

有床診療所等スプ リンクラー等施設整備事業 (医 療施設等施設整備

費補助金)の追加募集 について

平素 よ り、厚生労働行政の推進に格別の御高配 を賜 り、厚 く御礼 申し上げます。

令和 2年度の「有床診療所等スプ リンクラー等施設整備事業」について、整備要

望額が予算額 に達 していない ことか ら、各都道府県に事業の追加募集 を行 うこと

としま したので、お知 らせいた します。

つ きま しては、貴会会員等に対 して、以下のことについて周知 していただきます

よ うご協力願 います G

なお、公益社団法人 日本医師会 に対 しても、同旨の事務連絡 を発出 していること

を申し添えますЭ

○ 平成28年 4月 に施行 された消防法施行令等によ り、新たにスプ リンクラーの

設 置 義 務 が生 じた医療 怖 設 に対す る経過措置期間は、令和 7年 6月 までとな

っているため、ご留意 くだ さいЭ

○  「有床診療所等スプ リンクラー等施設整備事業」 (別紙 1、 2)の補助金の

活用を希望 され る場合は、お早めに都道府県の医療担 当へ ご相談 くだ さい。

※申請書類の提出期限等は、都道府県によって異な ります。

○ 「有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業」を実施する場合に利用でき

る優遇融資は、別紙 3を ご確認 くださいι

○ スプ リンクラー を設置す る場合の 自己負担額や優遇融資を活用す る場合の

返済のシ ミュレーシ ョンは、別紙 4を参考に して くださいっ

【添付資料】

<別紙 1>有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業実施要綱
<別紙 2>令和 2年度スプ リンクラー整備事業の基準単価及び補助率

<別紙 3>防災・減災のために行 う整備に対する優遇融資のお知 らせ

<別紙 4>自 己負担額のシミュレーション
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局lj紙 3

墜2饗」
△

利率

償還期間

据置期間

●

郡観ギ馨‐繭蔵1独立行政法人福祉医療機構

福祉医療貸付部

近年、大規模な震災をはじめ、津波、豪雨、豪雪、火山噴火など様々な自然災害

が発生しています。福祉・医療を提供する施設は、地域の福祉医療基盤であると同時
に、被災等が生じた際には防災拠点としての役割を担うことから、防災や減災に備えた

整備が求められています。
この度、防災・減災のための施設整備に対する優遇融資を改編しました。ぜひご活用

ください。

I:全期間無利子
工 :0.5%(据置期間中無利子)

※ 1 0.5～ 1.0%

―― ―― ――― ―― ―… ………… …… …… ………… ………………… …………… …・一――一― 一十 一― ―― ―― ―…… …… …… …」

3o+tytt x2 30年以内

3年以内
※ 3

3年以内
卜 _________ __l 一一一」

融資率 95% 70～80%

※1 令和2年4月 1日 改定 :償還期間30年全期間固定の場合。

利率は、融資実行 (金銭消費貸借契約締結)時の利率を適用 します。
※2 通常の貸付において最も長い償還期間 (病院等の条件)です。施設種類 |こより償還期間は異なります。詳

細につきましてはお問い合わせください。
※3 据置期間は償還期間によって変動します。償還期間が20年超30年以内の場合は据置期間は3年以内です。

● 上記条件のほか、ご融資には、担保、保証人 (保証人不要制度利用可能)が必要です。
● 所定の審査があり、ご希望に沿えない場合があります。
● その他詳しい条件やご融資のご相談については、下記連絡先までお問い合わせください。

施 設 開 設 地 が 東 日 本 (石川県、岐阜県、二重県より東の地域)の 方

◎東京本部福祉医療貸付部福祉審査課融資相談係
TEL(03)3438-9298

◎東京本部福祉医療貸付部医療審査課融資相談係

TEL(03)3438-9940

施 設 開 設 地 が 西 日 本 (福井県、滋賀県、奈良県より西の地域)の方

◎大阪支店福祉審査課融資相談係
TEL(06)6252-0216

◎大阪支店医療審査課融資相談係

TEL(06)6252-0219

福祉医療機構ホームページアドレス https://wwwowam.go.jp/hp

≪対象となる施設≫

I・ ・・高台移転整備事業、地すべり防止危険か所等危険区域に所在する
施設の移転改築整備事業

I・ ・・ 耐震化整備事業、スプリンクラー整備事業

※下記条件はいずれも補助事業に限ります。補助がない場合は別途ご相談<ださい。
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事 務 連 絡

令和 2年 10月 14日

各都道府県衛生主管部 (局)御中

厚生労働省医政局医療経理室

令和 2年度医政局所管補助事業に係る事業計画書の提出について

日頃より、補助金業務の円滑な運営にご協力いただきあ りが とうございます。

標記について、各都道府県か ら提出された事業計画書等に基づき、効果的・効率的な配

分、迅速な執行を予定 してお ります。

つきましては、下記のとお り事業計画書等の提出期限等をお知 らせ しますので、ご対応

方よろしくお願いいた します.

記

1 事業計画書の提出を依頼する事業

2提出資料

(1)医療施設等 施設 整備費補助金 (有床診療所等スプリンクラー等施設整備

事業)

○令和 2年度 (令和元年度からの繰越分)

① 令和 2年度 (令和元年度からの繰越分)医療施設等施設整備補助金 (有床診療

所等スプリンクラー等施設整備事業)事業計画総括表 (様式 1)

② 施設整備事業計画書 (様式 2)

※ 令和元年度からの繰越予算のため、令和 3年度へ繰 り越す場合は、避け難い

事故等を事由とした『事故繰越』に限られることに留意すること。

補助金名 提出期 日 (※厳守 )

(1)医療施設等 施設 整備費補助金

(有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業)

全菫_2年 11月 20日 (金 )(2)医療施設等 設備 整備費補助金

(3)医療提供体制推進事業費補助金



○令和 2年度当初予算分

① 令和 2年度医療施設等施設整備補助金 (有床診療所等スプリンクラー等施設整

備事業)事業計画総括表 (様式 1)

② 施設整備事業計画書 (様式 2)

※ 可能であれば令和元年度からの繰越予算からご活用ください。

(2)医療施設等 設備 整備費補助金

① 令和 2年度医療施設等設備整備費補助金事業計画総括表

② 設備整備事業概要 (個別様式 様式 1-1～ 1-24(個別様式 1-22は除く))

(3)医療提供体制推進事業費補助金

○令和 2年度 (令和元年度からの繰越分)

(基幹災害拠点病院設備整備事業 (『緊急車輌』に限る)、 地域災害拠点病院設備

整備事業 (『緊急車輌』に限る)、 災害拠点精神科病院設備等整備事業)

。令和2年度 (令和元年度からの繰越分)医療提供施設等の施設の運営及び設備

整備に関する計画の提出について (03交付要綱様式 第 1号様式)

※基幹災害拠点病院設備整備事業及び地域災害拠点病院設備整備事業のうち『医

療機器等』及び『訓練用資器材』の整備は令和元年度補正予算の補助対象では

ないため、計画に含めないよう注意することc

※令和元年度からの繰越予算を前提としており、令和 3年度へ繰り越す場合は、

避け難い事故等を事由とした『事故繰越』に限られることに留意すること。

○令和 2年度 2次補正予算

(看護師養成所等における実習補完事業 )

令和 2年度医療提供施設等の施設の運営及び設備整備 に関する計画の提出につい

て (03交付要綱様式 第 1号様式 )

3留意事項

(1)書類の作成においては、今回送付する様式を使用すること。また、補助事

業者への参考資料の提出依頼は必要最低限 とす ることをお願いす る。

(2)医療施設等施設整備費補助金については、以下の点に留意すること。

① 「医療施設等施設整備費の国庫補助にかかる協議等について」 (平成 9年 4月

30日 健政発第 427号関係部局長通知)の内容を十分踏まえ、事業計画書を提出

すること。

② 事業の実施に伴い、過去に補助金等を用いて整備 した施設等で財産処分を要す

るものについては、「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」



(平成 20年 4月 17日 医政発第 0417001号厚生労働省医政局通知)に基づき所

要の手続を行 うこと。

(3)政府全体で予算の早期執行に取 り組んでいるところであるが、一部の都道

府県からの書類の提出が遅れると全体の執行スケジュールが遅れ ることになるの

で、提出期 日は厳守すること。また、間接補助事業者 とな り得る管内の施設等に

対 してもその旨、周知願いたい。

(4)事業計画策定及び交付申請に当たっては、関係法令、実施要綱及び交付要

綱等を遵守 し、疑義については、事前に各担当者 (※)に照会すること。

以 上

【(※)担当者】

「2 提出資料」のうち

(1)・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 決算第一係

決算第一係

決算第一係

タモオ丙 (yagara― ryou.5s20mhlw.go.jp)

小野 (g理型ュ生二重鈍里ェニLm)
山:本t(yamamoto一kouryuu.8s40nhlw.go.jp)
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